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２．終了する工事内容

・天井板撤去工事

３．記者発表資料　配布先

４．問い合わせ先

飯田国道事務所
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TEL　0265-53-7206 FAX　0265-53-7212

塩尻桔梗ヶ原記者クラブ、木曽合同庁舎記者室、
伊那市役所記者クラブ、駒ヶ根市役所記者クラブ

平成26年 7月18日

　工事場所

　５月１２日より実施している、鳥居トンネルの天井板撤去を含む補修

工事において、天井板の撤去が完了し作業構台を撤去しましたので、

７月２２日（火）１７時より高さ・幅の制限を終了します。

なお照明等の設備工事、補修工事に伴う２４時間片側交互通行は

７月３１日（木）１７時まで実施します。

（照明等の設備工事及び補修工事は引き続き実施します）

飯田国道事務所からのお知らせ

地域と連携した

緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局

飯田国道事務所

〒３９５－００２４
長野県飯田市東栄町３３５０番地

電 話 (0265) 53-7200（代表）
ファックス (0265) 53-7210
Ｅ-メール iikoku@cbr.mlit.go.jp
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期 間

平成２６年 8月18日 9：00

平成２７年 2月27日 17：00

～ 月

金

昼間（9：00～17：00）のみ

片側交互通行

期 間

～ 金

月
通行規制はありません

期 間 木 昼夜２４時間片側交互通行

交通規制変更のお知らせ

7月31日 17：00ﾏﾃ゙

平成２６年 8月18日 9：00

平成２６年 8月8日 17：00

期 間 火7月22日 17：00ﾏﾃ゙

高さ3.8ｍ、又は幅3.0ｍを超える車両の
通行不可

（２２日17：00からは通行可能）

平成２６年

平成２６年

8月 1日 9：00
期 間

平成２６年 8月1日 9：00

平成２６年 8月8日 17：00

～ 金

金

昼間（9：00～17：00）のみ

片側交互通行



天井板撤去前 天井板撤去中

天井板撤去中 天井板撤去後
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